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表 15 サービスの基準のイメージ（例） 

 

 
 

① 現行の介護予防訪問介護等に相当するサービス 

・ このサービスに係る指定事業者の指定に当たっては、国が示す介護予防訪問介

護等に相当するサービスの基準による。 

改正法附則第 13 条の経過措置に基づき総合事業の指定を受けたとみなされる

事業者に対しては、国が省令で定めた基準・単価の例による。 

 

② 緩和した基準によるサービス（訪問型サービスＡ、通所型サービスＡ） 

・ 緩和した基準によるサービスの実施に当たっては、指定事業者によるサービス

提供と、委託によるものが想定される。 

現行の訪問介護相当のサービス
（現行の基準と同様） 緩和した基準によるサービス

住民ボランティア・住民主体の自主活動
（必ず遵守すべき基準）

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
の
基
準

人
員

・管理者※１ 常勤・専従１以上
・訪問介護員等 常勤換算2.5以上
【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者】

・サービス提供責任者
常勤の訪問介護員等のうち、利用者40人に１人以
上 ※2

【資格要件：介護福祉士、実務者研修修了者、３年以上介護
等の業務に従事した介護職員初任者研修等修
了者】

※1 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職
務に従事可能。

※2 一部非常勤職員も可能。

・管理者※ 専従１以上
・従事者 必要数

【資格要件：介護福祉士・介護職員初任者研修等修了者又
は一定の研修受講者】

・訪問事業責任者（仮称） 従事者のうち必要数
【資格要件：従事者に同じ】

※ 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職

務に従事可能。

・従事者 必要数

設
備

・事業の運営に必要な広さを有する専用の区画
・必要な設備・備品

・事業の運営に必要な広さを有する区画
・必要な設備・備品

運
営

・個別サービス計画の作成
・運営規程等の説明・同意
・提供拒否の禁止
・訪問介護員等の清潔の保持・健康状態の管理
・秘密保持等 ・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供 等

（現行の基準と同様）

・必要に応じ、個別サービス計画の作成
・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・従事者又は従事者であった者の秘密保持
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供

・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・従事者又は従事者であった者の秘密保持
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供

訪問型サービス（第一号訪問事業）の基準

※下線は、市町村が基準を定める際に、法令により必ず遵守すべき事項。それ以外は、市町村が基準を策定するに当たっての参考例。

現行の通所介護相当のサービス
（現行の基準と同様）

緩和した基準によるサービス
住民ボランティア・住民主体の自主活動

（必ず遵守すべき基準）

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
の
基
準

人
員

・管理者※ 常勤・専従1以上
・生活相談員 専従1以上
・看護職員 専従1以上
・介護職員 ～15人 専従1以上

15人～ 利用者1人に専従0.2以上
（生活相談員・介護職員の1以上は常勤）

・機能訓練指導員 1以上
※ 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の
職務に従事可能。

・管理者※ 専従1以上
・従事者 ～15人 専従1以上

15人～ 利用者1人に必要数

※ 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従
事可能。

・従事者 必要数

設
備

・食堂・機能訓練室（３㎡×利用定員以上）
・静養室・相談室・事務室
・消火設備その他の非常災害に必要な設備
・必要なその他の設備・備品

・サービスを提供するために必要な場所
（３㎡×利用定員以上）

・必要な設備・備品

・サービスを提供するために必要な場所
・必要な設備・備品

運
営

・個別サービス計画の作成
・運営規程等の説明・同意
・提供拒否の禁止
・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・秘密保持等
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供 等

（現行の基準と同様）

・必要に応じ、個別サービス計画の作成
・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・従事者又は従事者であった者の秘密保持
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供

・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・従事者又は従事者であった者の秘密保持
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供

通所型サービス（第一号通所事業）の基準

※下線は、市町村が基準を定める際に、法令により必ず遵守すべき事項。それ以外は、市町村が基準を策定するに当たっての参考例。

資料７－１
出典:厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074126.html)
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」


